
「バイオ後続品（バイオシミラー）の使用促進について」 

 当院では、厚生労働省の方針に従いバイオ後続品を

積極的に採用しております。バイオ後続品は先行バイ

オ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と安全性

が確認された薬剤です。 

 バイオ後続品を使用することによって、患者さんの薬

にかかる経済的負担が軽くなります。当院ではバイオ

後続品を使用することがありますので、ご理解のほど 

お願いいたします。ご不明な点がございましたら、主治

医または薬剤師にお尋ねください。 

【 医 事 課 】 

掲示開始日 ２０２４年１２月１日  

掲示期限    
病 院 長 

～バイオ医薬品とは～ 

細胞や微生物などの生物の力を利用してつくられる、たんぱく質

を有効成分（治療効果がある成分）とする新しい薬です。糖尿病

の治療に使われるインスリン、がんやリウマチの治療に使われる

抗体医薬品など、バイオ医薬品には様々種類があります。 


